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No
予算
書頁

資 料 名 担 当 課 頁

1 27 負 担 金 民 生 費 負 担 金 保育所に係る保護者負担の他市比較資料 保 育 課 5

2 28 負 担 金 教 育 費 負 担 金 学校給食費助成の状況（福岡県内） 学 校 給 食 課 6

3 28 使 用 料 総 務 使 用 料 人権啓発センター使用料 人 権 ・ 同 和 政 策 課 9

4 29 使 用 料 土 木 使 用 料 市民農園の利用状況がわかるもの（過去３年間） 都 市 計 画 課 10

5 29 使 用 料 土 木 使 用 料 市営住宅の管理と使用料収納の一覧がわかるもの（過去５年間） 住 宅 課 11

6 31 手 数 料 衛 生 手 数 料
ごみ処理手数料・処理費用に対する割合の推移（過去５年間）及び
他市比較

環 境 対 策 課 12

7 41 委 託 金 総 務 費 委 託 金
自衛官募集事務委託費の内容及び委託金配分の推移（過去５年
間）

防 災 安 全 課 14

8 62 雑 入 雑 入 シルバー農園利用状況について（過去３年間） 農 林 振 興 課 15

9 62 雑 入 雑 入 児童クラブ利用料の他市比較資料 学 校 教 育 課 16

10 80 総 務 管 理 費 財 産 管 理 費 伊岐須会館運営費補助金の根拠と推移表（過去５年間） 人 権 ・ 同 和 政 策 課 17

11 84 総 務 管 理 費 地 域 振 興 費 コミュニティバス等の次期運行計画 地域公共交通対策課 18

12 84 総 務 管 理 費 地 域 振 興 費 コミュニティバス等運行事業の総括表及び2025年度変更の特徴 地域公共交通対策課 31

13 87 総 務 管 理 費 地 域 振 興 費 まちづくり協議会補助金の概要 ま ち づ く り 推 進 課 34

14
89
90

総 務 管 理 費 交通安全対策費 交通安全施設整備の事業費の推移及び今後の計画 土 木 管 理 課 35

15
90
91

総 務 管 理 費 人 権 推 進 費 人権啓発センター管理運営事業費の推移表（過去５年間） 人 権 ・ 同 和 政 策 課 37

16 91 総 務 管 理 費 人 権 推 進 費
部落差別解消推進団体の認定基準と該当団体一覧及び2006年度
以降交付実績、予算書と決算書

人 権 ・ 同 和 政 策 課 38

費 目



No
予算
書頁

資 料 名 担 当 課 頁費 目

17 92 総 務 管 理 費 人 権 推 進 費
人権啓発センター統合事業に関する部落解放同盟及び同和会との
協議記録

人 権 ・ 同 和 政 策 課 52

18 120 社 会 福 祉 費 障がい者福祉費 放課後等デイサービス給付費の推移のわかるもの 社会・障がい者福祉課 57

19 125 児 童 福 祉 費 児童福祉総務費 保育に従事する職員の配置に係る資料一覧（公立私立比較） 保 育 課 58

20 128 児 童 福 祉 費 児童福祉総務費 子ども医療費の推移表 医 療 保 険 課 59

21 128 児 童 福 祉 費 児 童 措 置 費 障がい児等保育補助事業に関する資料 保 育 課 60

22 128 児 童 福 祉 費 児 童 措 置 費 保育所等整備補助事業費に関する資料 保 育 課 61

23 128 児 童 福 祉 費 児 童 措 置 費 乳児等通園支援事業に関する資料 保 育 課 62

24 129 児 童 福 祉 費 児 童 措 置 費
第２子以降の保育料無償化による影響額に関する資料（幼稚園教
育振興事業費分を含む）

保 育 課 63

25 135 児 童 福 祉 費 青 少 年 対 策 費 児童クラブ支援員配置状況等一覧（過去５年間） 学 校 教 育 課 64

26 135 児 童 福 祉 費 青 少 年 対 策 費 児童クラブ運営等委託料及び児童センター運営委託料の内訳 学 校 教 育 課 65

27 135 児 童 福 祉 費 青 少 年 対 策 費
ファミリー・サポート・センター事業の内容、実績について（過去３年
分）

こ ど も 家 庭 課 66

28 139 生 活 保 護 費 扶 助 費 扶助状況推移（過去15年間） 生 活 支 援 課 67

29 149 保 健 衛 生 費 環 境 衛 生 費 納骨堂整備に関する計画一覧 人 権 ・ 同 和 政 策 課 68

30 151 保 健 衛 生 費 上 水 道 費 水道事業会計補助金の根拠、内訳（過去７年間） 財 政 課 70

31 154 清 掃 費 ご み 処 理 費 ごみ収集体制推移 環 境 対 策 課 71

32
161
162

農 業 費 農 業 施 設 費 農業施設（市内各所）の維持管理に関する一覧 農 林 振 興 課 72
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33 165 農 業 費 農 業 土 木 費 鯰田井手ノ上遊水池新設工事計画及び地盤調査の資料 農 業 土 木 課 74

34 171 商 工 費 商 工 業 振 興 費 筑前茜染協議会補助金
特 産 品 振 興 ・
ふ る さ と 応 援 課

76

35 176 商 工 費 商 工 業 振 興 費 工業用地造成事業特別会計繰出金の算定根拠について
経 済 政 策 推 進 室
企 業 誘 致 担 当

77

36
176
177

商 工 費 観 光 費 飯塚市観光地域づくり法人設立について 商 工 観 光 課 78

37 177 商 工 費 観 光 費 飯塚観光協会補助金の推移 商 工 観 光 課 79

38 179 土 木 管 理 費 土 木 総 務 費 住宅改修補助金、戸建て中古住宅取得補助金の実績等一覧 建 設 政 策 課 80

39
190
191

都 市 計 画 費 都市計画総務費 菰田・堀池地区活性化事業関連総括 都 市 計 画 課 82

40 200 住 宅 費 住 宅 建 設 費 相田団地建替事業の経過及び見直し案と今後のスケジュール 住 宅 課 83

41 201 消 防 費 常 備 消 防 費 飯塚地区消防組合負担金に関する年度別推移表 防 災 安 全 課 92

42 213 教 育 総 務 費 人 権 教 育 費
人権啓発事業委託の内容、委託料の内訳及びメンバー推移（過去
10年間）

人 権 ・ 同 和 政 策 課 93

43
217
225

小 学 校 費
中 学 校 費

学 校 管 理 費 スクールバス運行委託の総括表 教 育 総 務 課 95

44
219
226

小 学 校 費
中 学 校 費

教 育 振 興 費 就学援助実施の推移（過去５年間） 教 育 総 務 課 96

45 233 社 会 教 育 費 社会教育総務費 地域活動指導員の採用基準と配置状況推移 生 涯 学 習 課 97

46
245
246

社 会 教 育 費 文 化 財 保 護 費 嘉穂劇場保存整備事業費について 文 化 課 98

47
252
253

保 健 体 育 費 学 校 給 食 費 給食調理委託状況の推移 学 校 給 食 課 99

48 265 債 務 負 担 行 為
債務負担行為設定事項の年度ごと金額及び一般会計予算に占め
る割合

財 政 課 102

49 総 括
重層的支援体制整備事業費に関する事業名と事業内容と内訳、委
託先

社会・障がい者福祉課 108
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50 総 括 公共施設予約システム等整備事業の内容とスケジュールと内訳 ま ち づ く り 推 進 課 110

51 総 括 令和７年度予算編成方針について 財 政 課 111

52 総 括 パソコン整備一覧
情 報 管 理 課
学 校 教 育 課

122

53 総 括 重層的支援体制整備事業の概要総括表 社会・障がい者福祉課 124

54 総 括 人権同和関連予算の総括表 人 権 ・ 同 和 政 策 課 125

55 総 括 ふくおか県央環境広域施設組合負担金の総括表 環 境 対 策 課 127

56 総 括 スポーツ協会に係る指定管理者の指定状況のわかるもの
健 幸 保 健 課
ス ポ ー ツ 振 興 課

128



保育所に係る保護者負担の他市比較資料
保育課

令和7年2月27日調査

順位 市町村名 保育料月額(円) 備考 順位 市町村名 保育料月額(円) 備考

1 田川市 0 ※1（平成31年4月1日～） 21 大牟田市 47,000

1 大任町 0 ※1（平成31年4月1日～） 22 うきは市 48,000

1 川崎町 0 ※1（令和元年10月1日～） 23 直方市 48,800 ※1

1 赤村 0 ※1（平成31年4月1日～） 23 飯塚市 48,800 ※1

1 香春町 0 ※1（令和4年4月1日～） 23 春日市 48,800

1 添田町 0 ※1（令和5年4月1日～） 26 北九州市 49,800

1 福智町 0 ※1（令和5年4月1日～） 27 行橋市 50,000 ※1

1 糸田町 0 ※1（令和5年10月1日～） 28 宮若市 50,110 ※1

9 大川市 18,300 29 小郡市 52,000

10 みやま市 36,000 30 大野城市 52,700

11 豊前市 38,000 31 古賀市 52,740

12 桂川町 41,010 ※1 32 筑紫野市 53,000

13 嘉麻市 41,480 ※1 33 糸島市 54,000

14 中間市 43,000 ※1 34 鞍手町 54,900 ※1

14 八女市 43,000 35 朝倉市 56,600

16 柳川市 44,000 36 福津市 56,750

17 福岡市 44,600 37 宗像市 61,000 ※2

18 小竹町 44,800 ※1 37 太宰府市 61,000 ※2

19 久留米市 45,600 37 那珂川市 61,000 ※2

20 筑後市 46,500

※1　筑豊地区
※2　国基準額と同額

〇福岡県内の政令市を含む29市及び筑豊地区の10町村を比較。比較基準　市町村民税所得割額１９万８千円　１歳児　第１子　標準時間（最大11時間）利用する場合

-  5  -



学校給食費助成の状況（福岡県内） 学校給食課

〇対象：学校給食を実施する県内市町村教育委員会（吉富町外一市中学校組合を含む）

実施あり 実施なし 実施あり 実施なし 未定

1 北九州市 〇 〇

2 福岡市 〇 〇

3 大牟田市 〇 〇

4 久留米市 〇 〇

5 直方市 〇 〇

6 飯塚市 〇 〇

7 田川市 〇 〇

8 柳川市 〇 〇

9 八女市 〇 〇

10 筑後市 〇 〇

11 大川市 〇 〇

12 行橋市 〇 〇

13 豊前市 〇 〇

14 中間市 〇 〇

15 小郡市 〇 〇

16 筑紫野市 〇 〇

17 春日市 〇 〇

18 大野城市 〇 〇

19 宗像市 〇 〇

20 太宰府市 〇 〇

21 古賀市 〇 〇

市町村名 　令和6年度 　令和7年度（予定）
備考欄

（組合を含む）
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実施あり 実施なし 実施あり 実施なし 未定

22 福津市 〇 〇

23 うきは市 〇 〇

24 宮若市 〇 〇

25 嘉麻市 〇 〇

26 朝倉市 〇 〇

27 みやま市 〇 〇

28 糸島市 〇 〇

29 那珂川市 〇 〇

30 宇美町 〇 〇

31 篠栗町 〇 〇

32 志免町 〇 〇

33 須恵町 〇 〇

34 新宮町 〇 〇

35 久山町 〇 〇

36 粕屋町 〇 〇

37 芦屋町 〇 〇

38 水巻町 〇 〇

39 岡垣町 〇 〇

40 遠賀町 〇 〇

41 小竹町 〇 〇

42 鞍手町 〇 〇

43 桂川町 〇 〇

44 筑前町 〇 〇

市町村名 　令和6年度 　令和7年度（予定）
備考欄

（組合を含む）
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実施あり 実施なし 実施あり 実施なし 未定

45 東峰村 〇 〇

46 大刀洗町 〇 〇

47 大木町 〇 〇

48 広川町 〇 〇

49 香春町 〇 〇

50 添田町 〇 〇

51 糸田町 〇 〇

52 川崎町 〇 〇

53 大任町 〇 〇

54 赤村 〇 〇

55 福智町 〇 〇

56 苅田町 〇 〇

57 みやこ町 〇 〇

58 吉富町 〇 〇

59 上毛町 〇 〇

60 築上町 〇 〇

61 組合 〇 〇 組合立中学校1校

計（割合） 33（54.10％） 28（45.90％） 26（42.62％） 25（40.99％） 10（16.39％）

※本市が各市町村教育委員会に調査した結果をもとに作成。（調査時点：令和7年1月31日現在）

※「実施あり」は実施期間を問わず学校給食費の全部又は一部を助成した自治体を含む。また、一部無償化（第2子以降無償及び第3子以降無償）を含む。

※学校給食法第11条第2項：学校給食費は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の負担とする。

※学校給食費無償化に必要な金額：2億9,872万5千円（令和6年度補正予算額から試算）

市町村名 　令和6年度 　令和7年度（予定）
備考欄

（組合を含む）
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人権啓発センター使用料 人権・同和政策課

（単位：人、件、円）

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

年間利用者 3,141 656 1,010 1,686 1,891 4,434 5,117 2,019 3,173 3,502 2,777 1,856 1,779 2,360 2,410

年間使用料 7,230 0 13,600 0 7,700 74,920 30,640 23,910 24,790 46,360 20,780 3,810 3,090 17,230 14,860

減免件数 115 50 74 101 102 220 400 157 269 262 245 191 151 293 300

減免額 509,650 351,210 413,700 694,590 642,860 166,860 265,250 109,300 162,600 136,320 386,610 298,900 289,620 430,750 412,840

年間使用料推移  （単位：円）

立岩人権啓発
センター

穂波人権啓発
センター

筑穂人権啓発
センター

計

令和５年度

46,360

42,020

立岩人権啓発センター 穂波人権啓発センター 筑穂人権啓発センター

14,860

7,700

令和２年度

0

30,640

3,810

34,450 68,920

令和４年度

0

24,790

17,230

令和元年度

7,230

74,920

20,780

102,930

令和３年度

13,600

23,910

3,090

40,600
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市民農園の利用状況がわかるもの（過去３年間） 都市計画課

1．概要

①区画面積 ： 16平方メートル（4 m × 4 m）／区画

②区画数 ： 全54区画

③利用時間 ： ○4月1日から10月31日まで・・・午前7時から午後7時30分まで

○11月1日から3月31日まで・・・午前7時から午後6時まで

④使用料 ： 4,000円／区画・年間

⑤使用条件 ： ○飯塚市に住所又は居住地を有する世帯

○飯塚市に住所又は居住地を有する個人を主たる構成員とし、かつ5人以上で構成される団体

2．利用状況

（内新規利用者数） （内新規利用区画数）

26 （4） 54 （4）

25 (1) 54 (1)

24 (4) 54 (4)

令和５年度

令和６年度

利用者数 利用区画数

令和４年度
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市営住宅の管理と使用料収納の一覧がわかるもの（過去５年間） 住宅課

管理戸数及び空家状況

平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

4,371 4,357 4,355 4,342 4,306

3,196 3,097 2,991 2,896 2,811

1,175 1,260 1,364 1,446 1,495

479 526 572 559 523

599 640 697 789 874

71 67 68 70 70

26 27 27 28 28

住宅使用料の収納実績推移

年度末
調 定 額
（ 円 ）

収 入 済 額
（ 円 ）

 不納欠損額
（円）

収 入 未 済 額
（ 円 ）

還付未済額
（ 円 ）

繰 越 額（円）
 徴収率A

（％）
 徴収率B

（％）
入居戸数 A B C D＝A－B－C E D＋E B／A (B-E)/A

現 年 度 分 577,841,800 544,231,970 0 33,609,830 0 33,609,830 94.18 94.18

滞 納 繰 越 分 244,753,983 16,241,524 4,382,140 224,130,319 0 224,130,319 6.64 6.64

計 822,595,783 560,473,494 4,382,140 257,740,149 0 257,740,149 68.13 68.13

現 年 度 分 569,246,000 543,765,867 0 25,480,133 0 25,480,133 95.52 95.52

滞 納 繰 越 分 257,740,149 23,276,566 7,729,632 226,733,951 0 226,733,951 9.03 9.03

計 826,986,149 567,042,433 7,729,632 252,214,084 0 252,214,084 68.57 68.57

現 年 度 分 553,138,600 526,883,520 0 26,255,080 0 26,255,080 95.25 95.25

滞 納 繰 越 分 252,214,084 20,078,246 7,854,284 224,281,554 0 224,281,554 7.96 7.96

計 805,352,684 546,961,766 7,854,284 250,536,634 0 250,536,634 67.92 67.92

現 年 度 分 535,599,300 510,505,520 202,200 24,891,580 15,800 24,907,380 95.31 95.31

滞 納 繰 越 分 250,536,634 15,760,555 7,296,651 227,479,428 0 227,479,428 6.29 6.29

計 786,135,934 526,266,075 7,498,851 252,371,008 15,800 252,386,808 66.94 66.94

現 年 度 分 532,208,700 504,249,300 0 27,959,400 0 27,959,400 94.74 94.74

滞 納 繰 越 分 252,386,808 15,034,179 18,179,809 219,172,820 0 219,172,820 5.95 5.95

計 784,595,508 519,283,479 18,179,809 247,132,220 0 247,132,220 66.18 66.18

管理戸数

3,196

令和２年度

令和５年度 2,811

空家

区 　 分

住宅使用料

平成31
（令和元）

年　度

公募停止扱い

　　予算の範囲内で補修後に公募が
　　可能

（単位：戸）

通
常

通常空家内
訳

政策空家

令和４年度 2,896

備考

公募停止

補修費大

3,097

入居戸数

2,991

補修不可

令和３年度
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ごみ処理手数料・処理費用に対する割合の推移（過去５年間）及び他市比較 環境対策課

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

①ごみ処理費 2,341,749,979円 2,379,097,723円 2,375,380,317円 2,472,156,534円 2,463,201,057円

②ごみ処理手数料 569,776,270円 539,168,850円 521,080,450円 442,288,550円 432,590,400円

割合（②÷①） 24.33% 22.66% 21.94% 17.89% 17.56%

※ごみ処理手数料：ごみ袋等売払い収入　　ごみ処理費：ふくおか県央環境広域施設組合負担金＋収集運搬費

2,341,749,979円 2,379,097,723円 2,375,380,317円 2,472,156,534円 2,463,201,057円

569,776,270円 539,168,850円 521,080,450円 442,288,550円 432,590,400円
24.33% 22.66%

21.94% 17.89% 17.56%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0円

500,000,000円

1,000,000,000円

1,500,000,000円

2,000,000,000円

2,500,000,000円

3,000,000,000円

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

①ごみ処理費 ②ごみ処理手数料 割合（②÷①）
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容量(ℓ) 単価(円) 1ℓ当単価(円) 容量(ℓ) 単価(円) 1ℓ当単価(円) 容量(ℓ) 単価(円) 1ℓ当単価(円)

飯 塚 市 45 550 1.22 30 330 1.10 15 165 1.10

嘉 麻 市 50 550 1.10 30 330 1.10 15 165 1.10

桂 川 町 50 550 1.10 30 330 1.10 15 165 1.10

田 川 市 49 420 0.86 30 320 1.07 18 210 1.17

直 方 市 45 660 1.47 30 495 1.65 15 330 2.20

宮 若 市 45 740 1.64 20 582 2.91 ― ― ―

北 九 州 市 45 500 1.11 30 330 1.10 20 220 1.10

福 岡 市 45 450 1.00 30 300 1.00 15 150 1.00

大 牟 田 市 40 480 1.20 28 336 1.20 18 216 1.20

行 橋 市 45 630 1.40 30 420 1.40 15 210 1.40

春 日 市 45 450 1.00 30 300 1.00 15 150 1.00

大 野 城 市 45 450 1.00 30 300 1.00 15 150 1.00

宗 像 市 45 652 1.45 35 427 1.22 25 305 1.22

太 宰 府 市 45 450 1.00 30 300 1.00 15 150 1.00

古 賀 市 45 629 1.40 30 366 1.22 20 209 1.05

福 津 市 45 625 1.39 30 400 1.33 20 230 1.15

う き は 市 50 300 0.60 35 200 0.57 ― ― ―

糸 島 市 60 550 0.92 40 308 0.77 20 154 0.77

那 珂 川 市 45 390 0.87 30 260 0.87 15 130 0.87

平 均 46.5 527.7 1.14 30.4 349.2 1.18 17.1 194.6 1.14

同 容 量 の 平 均 552.0 1.22 341.5 1.13 176.5 1.17

同容量の平均(飯塚市除く) 552.2 1.22 342.4 1.14 177.8 1.18

※上記数値等は、令和6年2月28日現在の各自治体条例から引用

※単価は1巻（10枚）、消費税込みの価格

※福岡県内でごみ袋の無料化を実施している市町村無し

自治体名
ごみ袋(大) ごみ袋(中) ごみ袋(小)
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自衛官募集事務委託費の内容及び委託金配分の推移（過去５年間） 防災安全課

令和２年度
（実績）

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（実績）

令和６年度
（予定）

令和７年度
（予算計上）

388,000円 388,000円 402,000円 422,000円 369,000円 369,000円

①広報誌の掲載費 302,500円 349,500円 402,000円 408,000円 355,000円

②資機材維持補修費 71,500円 38,500円 0円 0円 0円

③会議に係る経費 14,000円 0円 0円 14,000円 14,000円

④旅費 0円 0円 0円 0円 0円

自衛隊法（昭和29年法律第165号）第97条第３項の規定に基づき、募集事務地方公共団体委託費が配分される

①市広報誌への募集掲載費
②平成22年度までに購入した広報宣伝用資材（看板、懸垂幕等）の維持補修費
③自治体主催又は自治体と各種協力団体共催の会議に係る経費（資料、案内状、用紙等）
④募集会議への出席旅費

委託金
決算内訳

委託金
（歳入）

委託金の根拠

委託金の執行可能な使途
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シルバー農園利用状況について（過去３年間） 農林振興課

年度

地区名 相田農園 菰田農園 秋松農園 合計 相田農園 菰田農園 秋松農園 合計 相田農園 菰田農園 秋松農園 合計

区画数 44 21 21 86 44 21 21 86 44 21 21 86

利用者数 34 20 20 74 33 21 21 75 28 21 20 69

利用率 77.3% 95.2% 95.2% 86.0% 75.0% 100.0% 100.0% 87.2% 63.6% 100.0% 95.2% 80.2%

申込料 910円 670円 720円 － 910円 670円 720円 － 760円 560円 600円 －

○申込料算定方法：（飯塚市農業委員会公表の農地貸付料平坦地平均額×1.5）【円/㎡】×農地借地面積【㎡】÷区画数
※「1.5」は特定農地貸付規程で定められた係数

令和３年度 令和４年度 令和５年度
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学校教育課

（令和7年2月調査）

利用料（1ヶ月） 備考 利用料 備考

飯塚市 4,000円 月額1,000円/(延長60分） 月額500円/(延長30分）

大牟田市 7,000円 7月・8月のみ月額9,000円 ― 延長を行っていない

直方市 5,000円 上限月額3,000円 1回では300円

田川市 3,000円 8月のみ月額4,500円 ― 延長を行っていない

筑紫野市 7,000円 月額1,500円

春日市 6,000円 上限月額2,000円 1回では200円

大野城市 6,680円 平日利用のみ月額4,680円

宗像市 7,000円 上限月額3,000円 1回では300円

嘉麻市 3,000円 上限月額1,500円 1回では100円

糸島市 5,800円
7月のみ月額6,300円
8月のみ月額8,300円

上限月額2,000円 1回では300円

※飯塚市近隣市及び人口10万前後の市

児童クラブ利用料の他市比較資料

市名
延長通常
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伊岐須会館運営費補助金の根拠と推移表（過去５年間）

・伊岐須会館運営費補助金の根拠 人権・同和政策課

　伊岐須会館管理運営費補助金交付要綱　【平成27年7月13日告示】

・補助金推移 （単位：円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

3,601,470 3,770,000 4,666,000 4,986,000 4,896,000 4,627,000

※令和２年度から令和５年度は決算額、令和６年度は予算額、令和７年度は当初予算額

伊岐須会館管理運営協議会

　第1条　この告示は、地域住民の福祉と教養の向上のために、伊岐須会館(以下「会館」という。)の運営を行う伊岐須会館管理運営協議会(以下「協議会」
　　という。)に対して補助金を交付することについて、飯塚市補助金等交付規則(平成18年飯塚市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるも
　　のとする。

　　　附　則

　この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

　第2条　補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
　　(1)　会館の運営に要する経費
　　(2)　その他市長が適当と認める経費

　第3条　協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
　　(1)　事業計画書
　　(2)　収支予算書
　　(3)　その他市長が必要と認める書類

　第4条　協議会は、補助事業が完了したときは、完了後60日以内に実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
　　(1) 会館運営にかかる経費の収支決算書
　　(2) 会館の月別利用状況報告書
　　(3) その他市長が必要と認める書類

　第5条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(趣旨）

(補助の対象）

(交付の申請）

（補則）

(実績報告）
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